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就学援助制度の申請

◦対象　小中学校に納める給食
費・学用品費・修学旅行費等
の支出が経済的に困難な保護
者で認定基準に該当する人

◦申請期限・方法　
　5 月 31 日㈯までに申込先、

南支所、埴生支所、公園通
出張所、厚陽出張所に備付け
の申請書に記入し、必要書類
を添えて申込先に提出または
WEB 申請（土日祝は
WEB 申請のみ）
学校教育課、山陽総合事務所

問学校教育課（☎ 82-1202）

【広告掲載欄】掲載についてのお問い合わせはシティセールス課（☎ 82-1148）まで。お得な割引もあります。

身体障害者用自動車改造費 
助成要件の拡充

◦対象者の障害要件　
◦変更前　上肢機能障害、下肢

機能障害または体幹機能障害
の 1 級または 2 級の身体障害
者手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者
への JR 運賃の割引制度

　4 月 1 日から JR 各社の運賃

割引の対象に精神障害者保健福

祉手帳所持者が追加されます。

割引を受けるためには手帳にス

タンプの追記が必要です。

◦対象　精神障害者保健福祉手

帳所持者

※手帳に顔写真が貼付されてい

ない場合は割引が受けられま

せん。手帳に顔写真を追加する

には手帳の再交付が必要です。

※有効期限が切れている場合は

更新の手続きが必要です。

◦スタンプ追記開始日　

　3 月 3 日㈪

◦スタンプ追記窓口　障害福祉

課、山陽総合事務所、埴生支所

■割引内容　
◦ 1 人で利用する場合
　乗車距離 100㎞を超えるとき

普通乗車券が 50％割引

◦介護者が同伴する場合
◦第 1 種（障害等級 1 級）：乗

車距離問わず、本人・介護者

とも普通乗車券・回数乗車券、

普通急行券、定期乗車券（小

児定期券除く）が 50％割引

◦ 12 歳未満の第 2 種（障害等
級 2 級または 3 級）：乗車距

離問わず定期乗車券（小児定

期券を除く）が 50％割引

問・ 障害福祉課（☎ 82-1170）

マイナポータルからオンライ
ンで転出届を提出できます

　このサービスを利用
すると、本市から転出す
る際に市役所への来庁
が原則不要となります。

◦対象　電子証明書が有効なマ
イナンバーカード所持者で、
国内での引っ越しをする人

※転入の際は、転入先の市区町
村の窓口で転入届等の
手続きが必要です。

問市民課
　（☎ 82-1140）

明るい選挙 
啓発作品の展示

　市内の学校から
応募があったポスター、習字、
標語の中から特に優秀な作品を
展示します。

◦期間　3 月 9 日㈰～ 23 日㈰　
9:30～19:00（土日は17:00まで）

◦場所　中央図書館

問選挙管理委員会事務局
（☎ 82-1183）

指定給水装置工事事業者の指定

◦ HIRO 設備（1 月 10 日付け）
山陽小野田市高千帆二丁目 19
番 13 号（☎ 090-7546-3397）

問水道局総務課（☎ 83-4111）

◦変更後　肢体不自由（上肢、下
肢、体幹）または運動機能障
害（上肢機能、移動機能）の身
体障害者手帳所持者

■身体障害者用自動車改造費助
成事業　

　身体障害者が自立した生活、社
会活動への参加および就労等
に伴い、自身が所有し運転する
自動車を改造する場合に費用
を助成する制度（上限 10 万円）

問障害福祉課（☎ 82-1170）

【デジタル庁 HP】


